
 

 
 

みやぎ生活協同組合石巻渡波店・薬王堂石巻渡波店の届出概要について 

（法第５条第１項 新設） 

 

１ 届 出 者  みやぎ生活協同組合，株式会社薬王堂 

２ 届出年月日  平成３０年６月２０日 

３ 店舗の名称  みやぎ生活協同組合石巻渡波店・薬王堂石巻渡波店 

４ 店舗設置者  みやぎ生活協同組合 代表理事 宮本 弘 

          仙台市泉区八乙女四丁目２番地の２ 

          株式会社薬王堂 代表取締役 西郷 辰弘 

          岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第３地割４２６番地 

５ 店舗所在地  石巻市後生橋１－３ 

６ 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称，店舗面積 

氏名又は名称 店舗面積 取扱商品 

みやぎ生活協同組合 ９５５㎡ 生鮮，加工食品，日用雑貨品，衣料品等 

株式会社薬王堂 １，００５㎡ 医薬品，日用品，家庭用品 

石川 秀逸 ２３㎡ 生花 

合計 １，９８３㎡  

７ 大規模小売店舗を新設する日  平成３１年２月２１日 

８ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

（１）駐 車 場 の 収 容 台 数   ８０ 台（指針による必要台数：７１台） 

（２）駐 輪 場 の 収 容 台 数   ３４ 台（指針による参考台数：５７台） 

（３）荷 さ ば き 施 設 の 面 積   ２０７．２ ㎡ 

（４）廃棄物等の保管施設の容量   ４０．２７ ㎥（指針による必要容量：１６．１９㎥） 

９ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

（１）開店時刻及び閉店時刻  開店時刻：８時４５分  閉店時刻：午後９時４５分 

（２）駐 車 場 の 利 用 時 間 帯  午前８時３０分から午後１０時まで 

（３）駐 車 場 の 出 入 口 の 数  ２箇所 

（４）荷 さ ば き 実 施 時 間 帯  午前６時から午後１０時まで 

１０ 事務手続き等 

・公 告 年 月 日  平成３０年 ７月 ４日 

・縦 覧 期 間  公告の日から平成３０年１１月５日まで 

資料６ 



（公告の日から４か月間） 

・地 元 説 明 会  平成３０年 ８月 １日 

・大規模小売店舗立地専門委員会  平成３０年 ９月 ５日 

・市町村等からの意見書提出期限  平成３０年１１月 ５日（公告の日から４か月以内） 

・県 の 意 見 の 通 知 期 限  平成３１年 ２月２０日（届出の日から８か月以内） 

 

 



住民説明会の実施状況 

開催日時 平成３０年８月１日（水）午後７時から午後８時まで 

開催場所 渡波公民館 会議室 

石巻市渡波町二丁目６番３１号 

出席人数 ３名 

  

石巻市の意見について 

意見内容 設定者の回答内容 

１ 環境保全上の意見について 
 

（１）騒音に関する事項 
 早朝，夜間帯の来客車両，従業員車両，商品等
搬出入車の騒音対策を講じること。特に近隣住宅
地への対策は十分に講じること。 

 早朝，夜間帯の来客車両，従業員車両，商品等搬
出入車の騒音対策を講じます。特に騒音予測結果
を基に騒音を超過する近隣住宅地へは防音壁の設
置の対策を講じます。また，開業後に苦情があった
場合には速やかに状況を確認の上，必要な対策を
講じます。 
 →県の意見は不要 
 

（２）振動に関する事項 
 届出書には振動に関する項目はないが，今回新
たに設置する空調機室外機及び冷凍機室外機は
原動機の定格出力によって，宮城県公害防止条例
第３５条第１項に規定する振動の特定施設に該
当する場合がある。振動の特定施設について確認
し，該当する場合は適切に市へ届出を行うととも
に，規制基準を遵守し周辺環境への対策を講じる
こと。 
 

 宮城県公害防止条例第３５条第１項に規定する振
動の特定施設に該当する場合は適切に市へ届出を
行うとともに，規制基準を遵守し，周辺環境への必要
な対策を講じます。 
 →県の意見は不要 
 

（３）光害に関する事項 
 屋外照明，広告塔照明等については，近隣住宅
に対する配慮を十分行い，適切な光害対策を講じ
ること。 
 

 屋外照明，広告塔照明等については，近隣住宅
に対する配慮を十分行い，適切な光害対策を講じま
す。 
 →県の意見は不要 

（４）その他の事項 
 近隣住民等から苦情があった場合は，誠意をも
って速やかに解決すること。 
 近隣住宅地の生活環境及び農地に悪影響等が
確認された場合には，早急かつ適切に対応するこ
と。 
 事業内容及び公害防止措置等について，近隣住
民に対して説明し，理解を得た上で適切に行うこ
と（立地後の問題発生を未然に防止するためにも
近隣住民から理解を得ることが不可欠である）。 
 また，新たに薬王堂側に設置する荷捌き場及び
搬出入口付近は，既存人家に非常に密接してお
り，先に示した項目に関して十分に注意を払い，
対策を徹底すること。 

 近隣住宅地の生活環境及び農地に悪影響等があ
った場合や，近隣住民等から苦情があった場合に
は，速やかに状況を確認の上，必要な対策を講じま
す。 
 また,新たに薬王堂側に設置する荷捌き場付近の
既存人家へは個別でのご説明を実施致します。な
お,開業後に苦情があった場合には速やかに状況を
確認の上,必要な対策を講じます。 
 →県の意見は不要 

２ 教育委員会の意見について   

 届出のあった店舗は,石巻市立万石浦小学校及
び同中学校の学区内であり,日頃から周辺の交通
量は多い状態であったが,東日本大震災後は他の

 誘導員の配置については実際の状況を確認しな
がらご要望も踏まえ検討してまいります。また，当該
計画においては，小中学校の登下校への安全も考

質問事項 回答内容 

 なし なし 



商業施設が減少したことから,これまで以上に買
い物客が訪れるようになり交通量は年々増加し
ている地区である。 
 石巻市立万石浦小学校及び同中学校では,日頃
から登下校における安全指導を徹底し,計画的に
職員が巡回するなど実態をつかみながら具体的
に児童生徒に指導を行っているが,今回届出のあ
った施設の出店により，ますます交通量の増加が
予想され，登下校中の児童生徒の交通事故の発生
が憂慮される。 
 このことから，同駐車場出入り口付近の誘導員
の配置及び同店周辺の交通安全対策について最
善の配慮を希望する。 

慮し，店舗周辺の生活道路に来退店車両が極力進
入しないよう，出入口前面道路に右折ポケットを設置
し駐車場への右折入庫を可能とするハード面の対
策も計画させていただきました。引き続き交通安全
対策について配慮してまいります。 
 →県の意見は不要 

 

地元住民の意見について 

意見内容 設定者の回答内容 

 なし なし 

 

交通対策等現地調査会の実施状況 

※店舗面積が３，０００㎡未満のため実施していない。 

 

大規模小売店舗立地法に基づく県の意見 

届 出 者 みやぎ生活協同組合，株式会社薬王堂 

届 出 年 月 日 平成３０年６月２０日 

店 舗 名 称 みやぎ生活協同組合石巻渡波店・薬王堂石巻渡波店 

所 在 地 石巻市後生橋１－３ 

市 町 村 の 意 見 あり なし 

地域住民等の意見 あり なし 

県 の 意 見 案 

交 通 関 係 あり なし 

騒 音 関 係 あり なし 

廃 棄 物 関 係 あり なし 

そ の 他 ― 

意 見 案 県の意見はなし 

附 帯 意 見 案 
 店舗が面する道路は通学路に指定されていることから，車両出入口付近の

歩行者の安全確保について十分に配慮願います。 

 


